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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器本体（１）の周壁後部（１０）へ回動自在に取付けた蓋体（１２）の係合爪（１９
）を容器本体前部（４）へ係合可能に設けたコンパクト容器において、
　前記係合爪（１９）は前方への弾性変形が可能で、容器本体周壁の前部（４）内面へ両
端を固着させた保持板（５）前面の係合部（７）へ係合可能に設けられており、保持板（
５）は容器本体底壁（２）から間隔をおいて設けられ、保持板（５）の左右両端部は底壁
から起立する補強脚（６ａ）によって支持され、保持板（５）の左右両端部間部分が後方
への弾性変形が可能であることを特徴とするコンパクト容器。
【請求項２】
前記保持板（５）はＵ字状、コ字状またはＣ字状であることを特徴とする請求項１に記載
のコンパクト容器。
【請求項３】
前記保持板（５）の左右両端部は中間部よりも厚肉に形成されていることを特徴とする請
求項１又は２に記載のコンパクト容器。
【請求項４】
前記保持板（５）の両端間における周壁部分に上面開口の溝部（８）が縦設されているこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載のコンパクト容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、化粧料等を収納するコンパクト容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　容器本体と、容器本体に回動自在に軸支された蓋とからなり、蓋の前部から係合爪を垂
下する一方、容器本体周壁の前部に凹部を設けて、該凹部の奥壁に突部を形成すると共に
、凹部にフックピースを回動自在に設け、該フックピースを回動させることにより、係合
爪と突部との係合を解除するようにしたコンパクト容器が知られている。また、上記とほ
ぼ同様の構成であるが、凹部にフックピースを設けることなく、容器本体の周壁一部を押
圧可能に形成して、該周壁を押圧することで係合爪と突部との係合を解除するようにした
コンパクト容器が知られている(特許文献１)。
【特許文献１】特開２００７－１８５２７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１記載のコンパクト容器は、前者の場合には、フックピースが、また、後者の
場合には、容器本体の周壁一部が、ハンドバッグ等内の物品等に当たることにより、蓋が
開くという欠点があった。
【０００４】
　本発明の目的は、ハンドバッグ等内の他の物と接触しても蓋が開くことがないコンパク
ト容器を提供することにある。
【０００５】
　　本発明の他の目的は、構成が簡素であるにも関わらず開蓋が軽い力で行えるコンパク
ト容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、容器本体１の周壁後部１０へ回動自在に取付けた蓋体１２の係合爪１９を容
器本体前部４へ係合可能に設けたコンパクト容器において、
　前記係合爪１９は前方への弾性変形が可能で、容器本体周壁の前部４内面へ両端を固着
させた保持板５前面の係合部７へ係合可能に設けられており、保持板５は容器本体底壁２
から間隔をおいて設けられ、保持板５の左右両端部は底壁から起立する補強脚６ａによっ
て支持され、保持板５の左右両端部間部分が後方への弾性変形が可能であることを特徴と
する。
【０００７】
　　また、本発明は、前記保持板５はＵ字状、コ字状またはＣ字状であることを特徴とす
る。
【０００９】
　　さらに、本発明は、前記保持板５の左右両端部は中間部よりも厚肉に形成されている
ことを特徴とする。
【００１０】
　　さらに、本発明は、前記保持板５の両端間における周壁部分に上面開口の溝部８が縦
設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　　本発明は、蓋体の係合爪が容器本体周壁に設けられた保持板前面へ係合可能に設けら
れているので、係合爪がハンドバッグ等内で他の物と当たることがなく、また、容器本体
周壁が他の物に当たって仮に弾性変形することがあっても係合爪と保持板は、その弾性変
形の影響を受けることがなく、したがって、ハンドバッグ等内で蓋体が開くことによりハ
ンドバッグ等内の物品が化粧料等で汚されることがない。
【００１３】
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　　また、本発明は、保持板はＵ字状、コ字状またはＣ字状であるから、保持板中央部が
変形し易く、したがって、係合爪と係合部との係合解除が容易である。
【００１４】
　　さらに、本発明は、保持板は容器本体底壁から間隔をおいて設けられているので、保
持板は容器本体底壁に拘束されることがなく、したがって、変形が容易であり、このため
係合爪と係合部との係合解除が容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を図面に示す実施の形態を参照しながら説明する。
【００１６】
　図１および図２において、１は容器本体で、底壁２周縁に周壁３が形成されている。
【００１７】
　容器本体の形状については特に限定はないが、ここでは底壁２を長方形状にした場合に
ついて説明する。なお、説明の便宜上、図１において右側を前方、左側を後方とする。
【００１８】
　上方から見て長方形状の周壁３における前壁４の左右方向中間部内面には、上方から見
てコ字状の保持板５の両端が固着されている。保持板５下面は底壁２から間隔をおいて設
けられており、一方、保持板５上面と周壁３上面とはほぼ同一高さに形成されている。
【００１９】
　保持板５の左右方向中間部における下部には、図６に示すように、前後方向への弾性変
形を容易にすべく下向きコ字状の切欠部６が形成されており、切欠部６の左右方向中間部
上方前面には係合部としての突部７が形成されている。突部７の前面は斜め下前方に傾斜
されている。
【００２０】
　　突部７の下面と切欠部６の上面とはほぼ同一高さに位置して同一面を形成している。
他方、突部７の上端は保持板５の上面よりやや下方に位置している。なお、保持板５の形
状としては、コ字状に限定されることなく、例えば、Ｕ字状でもよく、あるいはＣ字状で
もよい。
【００２１】
　コ字状保持板５の左右両端部を形成する前後方向に伸びる左右両脚部の肉厚は、両脚部
間の左右方向へ伸びる部分の肉厚よりも厚肉に形成されている。これは保持板５の左右両
脚部間の前後方向への弾性変形を容易にするためで、したがって、Ｕ字状またはＣ字状の
場合には、左右両端部の肉厚を中間部、すなわち折曲部よりも厚肉に形成する。
【００２２】
　　なお、保持板５の左右両脚部の前端部は底壁２から起立する補強脚６ａによって支持
されている。これにより後述の係合爪が保持板５に係合する際に、保持板５に下方への力
が加わっても保持板５の左右両脚部が破断することが防止される。
【００２３】
　保持板５の両端部間における前壁４部分の左右方向中間部には上面開口の溝部８が縦設
されている。この溝部８は、後述の係合爪が前方へ弾性変形した際に、前壁４内面に接触
しないようにするためのものである。
【００２４】
　１１は第１軸受部で、図２に示すように、容器本体１の後壁１０の左右両端部後面に形
成されている。
【００２５】
　１２は蓋体で、頂板１３の周縁から垂下する周壁１４における後壁１５下端の左右方向
中間部には第２軸受部１６が形成されており、第２軸受部１６は左右の第１軸受部１１間
に嵌合されている。第１軸受部１１と第２軸受部１６との軸孔にはピン１７が挿入されて
おり、蓋体１２はピン１７を介して回動自在に容器本体１に取り付けられている。
【００２６】
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　蓋体１２の前壁１８における左右方向中間部の下端後面から係合爪１９が垂下されてお
り、係合爪１９の下端後面には、保持板５の突部７へ係合可能な突起２０が形成されてい
る。突起２０が係合爪１９の突部を構成する。
【００２７】
　２１は中皿で、容器本体周壁３内へ離脱可能に嵌合されており、中皿周壁２２上端のフ
ランジ２３は容器本体周壁３上面へ載置されている。なお、保持板５より上方の中皿フラ
ンジ２３部分は切除されていて、係合爪１９が容器本体前壁と保持板５との間隙内へ挿入
される際の妨げとならないように形成されている。
【００２８】
　２２は中蓋で、中皿２１の上面を閉蓋可能に形成されている。
【００２９】
　なお、容器本体底壁２の左半部または右半部には通気孔２４が形成されており、通気孔
２４はこれが形成された容器本体底壁２部分より上方の中皿２２部分に連通している。図
７において、２５は鏡で、他の図面では省略されている。
【００３０】
　次に作用について説明する。
【００３１】
　図１は蓋体１２の開蓋状態を示すもので、この状態から蓋体１２を閉蓋方向へ回動させ
ると、係合爪１９が容器本体の前壁４と保持板５との間隙内へ挿入されて、突起２０が突
部７上端へ係合する。
【００３２】
　すると係合爪１９は下降しつつ前方へ弾性変形して溝８内へ遊嵌され、一方、保持板５
の左右両脚部間部分は後方へ弾性変形する。係合爪１９が下降して突部７の下面へ係合す
ると共に、保持板５の左右両脚間部分は前方へ弾性変形して元の形状に復する。
【００３３】
　蓋体１２を開蓋させるためには、容器本体１を保持して蓋体１２を持ち上げればよく、
すると係合爪１９が上昇しつつ前方へ弾性変形すると共に、保持板５の左右両脚部間部分
が後方へ弾性変形して、係合爪１９が突部７から離脱する。
【００３４】
　　なお、その際、保持板５はコ字状、Ｕ字状またはＣ字状であるから、保持板５中央部
が変形し易く、したがって、係合爪１９と突部７との係合解除が容易であり、また、保持
板５下面は容器本体底壁２から間隔をおいて設けられているので、保持板５は容器本体底
壁２に拘束されることがなく、したがって、弾性変形が容易であり、このため係合爪１９
と突部７との係合解除が上記と相まってさらに容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係るコンパクト容器の斜視図である。
【図２】容器本体の平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図４】本発明の要部を示す平面図である。
【図５】本発明の要部を示す断面図である。
【図６】図５のＢ方向から見た部分図である。
【図７】コンパクト容器の縦断面図である。
【図８】蓋体の縦断面図である。
【図９】蓋体の側面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　　１　容器本体
　　４　容器本体前部
　　５　保持板
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　　６　切欠部
　　７　係合部
　８　溝部
　　１０　周壁後部
　　１２　蓋体
　　１９　係合爪
　　２０　突部
　　

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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